
▼
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

①
育
児
休
業
及
び

　

介
護
休
業
の
対

　

象
労
働
者
の
拡

　

大
…
休
業
の
取

　

得
に
よ
っ
て
雇

　

用
の
継
続
が
見
込
ま
れ
る
一
定
の
範

　

囲
の
期
間
雇
用
者
は
、
育
児
休
業
が

　

取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

②
育
児
休
業
期
間
の
延
長
…
一
定
の
場

　

合
に
は
、
子
が
１
歳
６
か
月
に
達
す

　

る
ま
で
育
児
休
業
が
で
き
る
よ
う
に

　

な
り
ま
す
。

③
介
護
休
業
の
取
得
回
数
制
限
の
緩
和

　

…
対
象
家
族
１
人
に
つ
き
、
要
介
護

　

状
態
に
至
る
ご
と
に
１
回
、
通
算
93

　

日
ま
で
の
間
で
労
働
者
が
申
す
出
た

　

時
期
、
介
護
休
業
が
で
き
る
よ
う
に

　

な
り
ま
す
。

④
子
の
介
護
休
暇
の
創
設
…
小
学
校
就

　

学
前
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
は
、

　

申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
１
日
に
５

　

日
ま
で
、
病
気
・
ケ
ガ
を
し
た
子
の

　

介
護
の
た
め
に
、
休
暇
を
取
得
で
き

　

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ

　

長
野
労
働
局
雇
用
均
等
室

　
　

０
２
６
‐
２
２
７
‐
０
１
２
５

　

fax
０
２
６
‐
２
２
７
‐
０
１
２
６

　

諏
訪
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
の
移
動

採
血
車
に
よ
る
献
血
が
富
士
見
町
保
健

セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
ま
す
。
血
液
は
人

間
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な

成
分
で
す
。

　

ま
た
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
保
存

す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
献
血

に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

今
年
か
ら
血
液
の
安
全
性
を
さ
ら
に

向
上
さ
せ
る
た
め
、
免
許
証
・
保
険
証
・

パ
ス
ポ
ー
ト
に
よ
り
本
人
確
認
を
し
て

い
ま
す
。
献
血
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る

方
は
、
３
月
18
日
ま
で
に
連
絡
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
会　

場　

富
士
見
町
保
健
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
役
場
西
隣
）

▼
実
施
日　

３
月
24
日

▼
受
付
時
間　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

▼
献
血
方
法　

200　

全
血
献
血　

　
　
　
　
　
　

又
は
400　

全
血
献
血

▼
問
い
合
わ
せ　

   

住
民
福
祉
課
保
健
予
防
係

　
　

６
２
‐
９
１
３
４　
　

９
１
３
４

　

道
路
法
、
河
川
法
等
の
適
用
又
は
準

用
を
受
け
な
い
公
共
物
を
法
定
外
公
共

物
と
言
い
、
機
能
を
喪
失
し
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
平
成
17
年
４
月
１
日

以
降
各
財
務
局
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

▼
道
路
・
水
路
と
し
て
の
機
能
を
失
っ

た
も
の
↓
↓
財
務
省

▼
道
路
・
水
路
の
機
能
を
有
し
て
い
る

も
の
↓
↓
各
市
町
村
の
管
理
と
な
り
ま

す
。

　

境
界
確
定
や
売
払
い
申
請
な
ど
は
、

直
接
財
務
省
（
財
務
局
・
財
務
事
務
所

・
主
張
所
）
で
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、
公
図
、
現
況
等
で
財
産
管
理
者
が

明
確
で
な
い
た
め
、
財
産
の
所
在
す
る

各
市
町
村
に
て
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
照
会
先　

　

関
東
財
務
局
長
野
財
務
事
務
所
管
財
課

　
　

０
２
６
‐
２
３
４
‐
５
１
２
３

　

交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど
の

犯
罪
の
被
害
に
あ
い
、
警
察
や
検
察
庁

に
訴
え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
事
件
を

起
訴
し
て
く
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
不

満
を
お
持
ち
の
方
は
、
検
察
審
査
会
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
や
申
し
立
て

に
つ
い
て
の
費
用
は
一
切
無
料
で
秘
密

は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。

検
察
審
査
会
で
は
、
選
挙
権
を
有
す
る

一
般
国
民
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
選
ば

れ
た
11
人
の
審
査
委
員
が
、
検
察
官
が

事
件
を
起
訴
し
な
か
っ
た
こ
と
の
よ
し

あ
し
を
審
査
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

諏
訪
検
察
審
査
会
事
務
局

　

（
長
野
地
方
裁
判
所
諏
訪
支
部
内
）

　
　

５
２
‐
１
６
７
０

　

昭
和
30
年
４
月
に
富
士
見
町
が
誕
生

し
、
本
年
４
月
で
50
周
年
を
迎
え
ま
す
。

こ
の
大
き
な
節
目
の
50
周
年
を
記
念
し
、

多
く
の
町
民
が
参
加
で
き
る
記
念
行
事

を
企
画
し
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
グ
リ
ー
ン
フ
ェ
ア
や
フ
リ

ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
も
予
定
さ
れ
て
お
り
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
家
族
で
お
出
か
け
く

だ
さ
い
。　

▼
開
催
日　

４
月
29
日

　
　
　
（
み
ど
り
の
日
）

▼
会　

場　
　

役
場
前

　
　

広
場
ほ
か

▼
行
事
内
容　

記
念
式

　
　

典
、
イ
ベ
ン
ト　

　
　
（
踊
り
、ダ
ン
ス
、

　
　

太
鼓
演
奏
、吹
奏
楽

　
　

な
ど
）、小
学
生
ド

　
　

ッ
ジ
ボ
ー
ル
大
会
、

　
　

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大

　
　

会
、所
蔵
品
展
、豚

　
　

汁
、や
き
と
り
、綿

　
　

菓
子
な
ど
の
無
料

　
　

サ
ー
ビ
ス
も
あ
り

　
　

ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

　

総
務
課
企
画
統
計
係

　
　

６
２
‐
９
３
３
２

　
　

９
３
３
２

　

平
成
17
年
５
月
徴
収
分
よ
り
下
水
道

料
金
が
、
平
均
19
％
値
上
げ
さ
れ
ま
す
。

今
回
の
改
定
は
平
成
10
年
度
料
金
改
定

以
来
７
年
ぶ
り
の
改
定
と
な
り
ま
す
。

　

今
後
も
町
で
は
下
水
道
経
営
の
健
全

化
に
向
け
て
い
っ
そ
う
の
努
力
を
し
て

ま
い
り
ま
す
の
で
下
水
道
事
業
及
び
下

水
道
使
用
料
改
正
に
ご
理
解
と
御
協
力

を
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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育
児
・
介
護
休
業
法
が

改
正
さ
れ
ま
す
！

‐
平
成
17
年
４
月
１
日
施
行
‐

ml

ml

移
動
採
血
車
に
よ
る

献
血
に
ご
協
力
を
！

４
月
１
日
よ
り

里
道（
赤
線
）・
水
路
の

管
理
が
変
わ
り
ま
す

ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
！

　

検
察
審
査
会

町
制
施
行

　

50
周
年
記
念
行
事

下
水
道
料
金
の

　
　

改
定
に
つ
い
て

改正料金の概要（税込）

種　　別

基　本　使　用　料

排　出　量 使　用　料

超　　過　　使　　用　　料

排　出　量
使用料1ｍ につき3

改　定　前
使用料1ｍ につき3

改　定　後

一 般 汚 水 10ｍ まで3

改定前
1,312.5円

改定後
1,543.5円

10ｍ を越え
20ｍ まで

3

3

20ｍ を越え
30ｍ まで

3

3

30ｍ を越え
50ｍ まで

3
3

50ｍ を越え
100ｍ まで

3

3

100ｍ を     
　越える分

3

1 3 6 . 5 円 1 6 3 . 8 円

1 7 0 . 1 円

1 7 8 . 5 円

1 8 4 . 8 円

1 9 3 . 2 円

1 4 2 . 8 円

1 4 9 . 1 円

1 5 5 . 4 円

1 6 1 . 7 円

(1ヶ月につき）


